
�愛媛県告示第５７７号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び愛

南町役場において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

株式会社エースワン

高知県高知市南御座９番地８

代表取締役 中山 土志延

２ 事業場の名称及び所在地

（仮）エーマックス愛南店

南宇和郡愛南町御荘平城７９１番地１

３ 特定施設に関する事項

４ 汚水等の処理施設に関する事項

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２０

最大 ２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １００

最大 １００

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号）別表第１第７２号 し尿処理
施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１００立方メートル処理

工事の着手予定年月日 平成１８年７月１日

工事の完成予定年月日 平成１８年８月３１日

使用開始の予定年月日 平成１８年１０月１日

工事の着手予定年月日 平成１８年７月１日

工事の完成予定年月日 平成１８年８月３１日

使用開始の予定年月日 平成１８年１０月１日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 回分式活性汚泥・凝集剤添加方式

処 理 施 設 の 構 造 ＦＲＰ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦６．５メートル 横２９．１メートル
高さ３．２メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 回分式活性汚泥・凝集剤添加方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

毎週（火・金）曜日発行 第１７５０号 平成１８年４月１１日

平成１８年４月１１日火曜日 第１７５０号

愛 媛 県 報
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�������
�愛媛県告示第５７８号
真鍋久繁、真鍋敏男、尾�良雄、高橋毅、星田脩、加地昌

幸、苅田厳之、萩尾久美男、中川幸夫、越智正義、大田徹雄

、藤田強、村上勝正、近藤忠己、安藤亮一、河村薫、大久保

繁男、山中孝、保子元市及び鈴木陸史から認可申請のあった

合併は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第７２条第２項

の規定により、平成１８年４月１日認可したので、同日四国中

央市土居町土地改良区は合併により設立し、土居町上野土地

改良区、土居町北野土地改良区、土居町土居土地改良区、宇

摩郡土居町中村土地改良区、土居町小林土地改良区、土居町

藤原土地改良区、土居町長津土地改良区、土居町長津干拓土

地改良区、宇摩郡土居町天満土地改良区及び土居町蕪崎土地

改良区は合併により解散した。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５７９号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（農業用道

路整備事業・上直瀬地区）の施行は、適当と認められるので

、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項に

おいて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり

関係書類を縦覧に供する。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農業用道路整備事業・上直瀬地区

）計画書の写し

� 久万高原町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に

関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成１８年４月１２日から５月１２日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場

�������
�愛媛県告示第５８０号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（農業用用

排水施設整備事業・上直瀬地区）の施行は、適当と認められ

るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第

５項において準用する同法第８条第６項の規定により、次の

とおり関係書類を縦覧に供する。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・上直

瀬地区）計画書の写し

� 久万高原町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に

関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成１８年４月１２日から５月１２日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場

�������
�愛媛県告示第５８１号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（農地保全

事業・上直瀬地区）の施行は、適当と認められるので、土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において

準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書

類を縦覧に供する。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農地保全事業・上直瀬地区）計画

書の写し

� 久万高原町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００

最大 １００

通常 ２０

最大 ２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２５０

通常 ２０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ５０

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ５

通常 １

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １００

最大 １００

通常 １００

最大 １００

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２０

最大 ２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １００

最大 １００

愛 媛 県 報平成１８年４月１１日 第１７５０号

３１０



関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成１８年４月１２日から５月１２日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場

�������
�愛媛県告示第５８２号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、西予市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

ア Ａ工区

西予市三瓶町皆江字コクオオ２７４８番３地先から同字

ヤマシタ２７５４番３地先までの公有水面

イ Ｂ工区

西予市三瓶町皆江字ヤマシタ２７６５番８地先の公有水

面

ウ Ｃ工区

西予市三瓶町皆江字ヤマシタ２７６５番８地先から同蔵

貫浦字カゼノウラ１５８５番１３地先までの公有水面

エ Ｄ工区

西予市三瓶町蔵貫浦字カゼノウラ１５８５番１３地先から

同１５８５番１５地先までの公有水面

� 区域

ア Ａ工区

次の１点から４点までを順次直線で結んだ線並びに

４点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋

０．９５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲

まれた区域

基点１（西予市三瓶町皆江字ヤマシタ２７６４番３地先

の堤に設置された鋲）は、北緯３３度２１分０２秒、東径１

３２度２４分３７秒の地点

１点は、基点１から真北１５６度１２分１０秒５６．８０メー

トルの地点

２点は、１点から真北２５６度５４分０１秒０．６６メートル

の地点

３点は、２点から真北１６５度４４分０３秒１００．００メート

ルの地点

４点は、３点から真北７５度４４分０３秒０．４５メートルの

地点

イ Ｂ工区

次の１点から１１点までを順次直線で結んだ線並びに

１１点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋

０．９５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲

まれた区域

基点２（西予市三瓶町皆江字ヤマシタ２７６４番１地先

の堤に設置された鋲）は、北緯３３度２１分０４秒、東径１

３２度２４分３４秒の地点

１点は、基点２から真北３２１度１８分１０秒７７．３８メー

トルの地点

２点は、１点から真北２３７度５７分０７秒１．１７メートル

の地点

３点は、２点から真北２３７度５７分０７秒１．５０メートル

の地点

４点は、３点から真北３２９度３０分５６秒５．２３メートル

の地点

５点は、４点から真北３３１度３２分５３秒６．０７メートル

の地点

６点は、５点から真北３３４度３７分３８秒６．０８メートル

の地点

７点は、６点から真北３３７度００分０２秒５．３２メートル

の地点

８点は、７点から真北３３７度３５分２７秒３．７１メートル

の地点

９点は、８点から真北３３９度４７分３１秒６．４１メートル

の地点

１０点は、９点から真北３４３度１９分０４秒４．７９メートル

の地点

１１点は、１０点から真北７４度３４分２９秒０．９５メートルの

地点

ウ Ｃ工区

次の１点から８点までを順次直線で結んだ線並びに

８点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋

０．９５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲

まれた区域

基点３（西予市三瓶町蔵貫浦字カゼノウラ１５８５番１３

地先の国道上に設置された鋲）は、北緯３３度２１分１１秒

、東径１３２度２４分３２秒の地点

１点は、基点３から真北１９２度４９分１０秒２７．３７メー

トルの地点

２点は、１点から真北１９７度２５分０４秒４．３８メートル

の地点

３点は、２点から真北１９３度２３分４５秒２．８４メートル

の地点

４点は、３点から真北１８９度４３分５９秒３．２８メートル

の地点

５点は、４点から真北１８８度０２分１４秒４７．９７メート

ルの地点

６点は、５点から真北１８７度２７分２７秒３．６０メートル

の地点

７点は、６点から真北１８７度０３分３０秒３．４０メートル

の地点

８点は、７点から真北９７度０３分３０秒０．３０メートルの

地点

愛 媛 県 報平成１８年４月１１日 第１７５０号
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エ Ｄ工区

次の１点から１１点までを順次直線で結んだ線並びに

１１点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋

０．９５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲

まれた区域

基点３（西予市三瓶町蔵貫浦字カゼノウラ１５８５番１３

地先の国道上に設置された鋲）は、北緯３３度２１分１１秒

、東径１３２度２４分３２秒の地点

１点は、基点３から真北８５度２８分０３秒２８．９４メート

ルの地点

２点は、１点から真北３５０度００分５９秒０．４２メートル

の地点

３点は、２点から真北８２度２１分１６秒４．４３メートルの

地点

４点は、３点から真北９０度５１分４３秒２．８７メートルの

地点

５点は、４点から真北９０度０４分３３秒２．７２メートルの

地点

６点は、５点から真北９３度２１分３４秒２．７２メートルの

地点

７点は、６点から真北９６度０６分０７秒１．８１メートルの

地点

８点は、７点から真北１００度０３分４７秒３．６８メートル

の地点

９点は、８点から真北１０４度１７分５９秒３．４８メートル

の地点

１０点は、９点から真北１０６度４２分５２秒４０．９０メート

ルの地点

１１点は、１０点から真北１９６度４２分５２秒１．２２メートル

の地点

� 面積

Ａ工区 ２３７．１５平方メートル

Ｂ工区 ８６．３０平方メートル

Ｃ工区 ２４８．７７平方メートル

Ｄ工区 ３４８．４１平方メートル

合 計 ９２０．６３平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和６２年１２月２６日 愛媛県指令河第９５９号

４ しゅん功認可年月日

平成１８年４月１１日

�������
�愛媛県告示第５８３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、西予市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

ア Ａ工区

西予市三瓶町蔵貫浦字カヤノ１番９から同字ニシノ

ハマ７９７番１７までの地先公有水面

イ Ｂ工区

西予市三瓶町皆江字コタニ２５７１番４から同字ハマ１８

６５番までの地先公有水面

� 区域

ア Ａ工区

次の１点から６点までを順次直線で結んだ線、６点

と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．９５

メートル）の陸と公有水面との接する線、７点から２０

点までを順次直線で結んだ線並びに２０点と７点を結ぶ

春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．９５メートル）の

陸と公有水面との接する線によりそれぞれ囲まれた区

域

基点（西予市三瓶町蔵貫浦７９７番２１地先に設置され

た金属鋲）は、北緯３３度２１分２５秒、東径１３２度２５分１４

秒の地点

１点は、基点から真北３４４度５１分０９秒５８．００メート

ルの地点

２点は、１点から真北３５０度４５分０１秒４．４６メートル

の地点

３点は、２点から真北３４９度０７分２１秒１０．０４メート

ルの地点

４点は、３点から真北３４５度２６分０１秒１０．０１メート

ルの地点

５点は、４点から真北３４１度４２分３６秒１０．０６メート

ルの地点

６点は、５点から真北３３８度３４分０７秒１０．０４メート

ルの地点

７点は、基点から真北３４４度０２分３２秒１０９．７２メート

ルの地点

８点は、７点から真北３３２度５０分３７秒４．５９メートル

の地点

９点は、８点から真北３３１度０３分３１秒７．２１メートル

の地点

１０点は、９点から真北３２８度０２分５２秒１０．０４メート

ルの地点

１１点は、１０点から真北３２５度１７分２４秒５．０２メートル

の地点

１２点は、１１点から真北３２２度５５分１５秒７．５０メートル

の地点

１３点は、１２点から真北３２０度０３分４８秒７．６０メートル

の地点

１４点は、１３点から真北３１６度４８分２６秒１０．１０メート

ルの地点

１５点は、１４点から真北３１３度０８分２７秒１０．０６メート

ルの地点
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１６点は、１５点から真北３０９度２１分３０秒１０．０６メート

ルの地点

１７点は、１６点から真北３０５度４０分４４秒１０．０１メート

ルの地点

１８点は、１７点から真北３０２度０６分３２秒９．５７メートル

の地点

１９点は、１８点から真北２９８度３１分３３秒１０．２４メート

ルの地点

２０点は、１９点から真北２６度１２分５３秒０．３９メートルの

地点

イ Ｂ工区

次の１点から３７点までを順次直線で結んだ線並びに

３７点から１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．

＋０．９５メートル）の陸と公有水面との接する線により

囲まれた区域

基点（西予市三瓶町皆江１８５６番２３地先に設置された

金属鋲）は、北緯３３度２０分３７秒、東径１３２度２４分４０秒

の地点

１点は、基点から真北５９度４７分０６秒３３．６０メートル

の地点

２点は、１点から真北１２度０７分４８秒２８．５４メートル

の地点

３点は、２点から真北２８２度３８分３５秒１．３０メートル

の地点

４点は、３点から真北１２度０３分４９秒３．４７メートルの

地点

５点は、４点から真北１０１度３７分１８秒１．３０メートル

の地点

６点は、５点から真北１２度０９分５４秒２２．９６メートル

の地点

７点は、６点から真北１０１度１１分２４秒０．２４メートル

の地点

８点は、７点から真北１２度００分１０秒６．２０メートルの

地点

９点は、８点から真北２８２度５６分５０秒０．２３メートル

の地点

１０点は、９点から真北１２度１２分０６秒１２．３８メートル

の地点

１１点は、１０点から真北２８１度５３分２２秒１．３２メートル

の地点

１２点は、１１点から真北１１度４５分５４秒３．４６メートルの

地点

１３点は、１２点から真北１０１度３８分１３秒１．３５メートル

の地点

１４点は、１３点から真北１２度１２分０６秒３６．５８メートル

の地点

１５点は、１４点から真北２８２度２１分３２秒１．３１メートル

の地点

１６点は、１５点から真北１２度３５分０１秒３．３８メートルの

地点

１７点は、１６点から真北１０１度００分５９秒１．２８メートル

の地点

１８点は、１７点から真北１２度０１分３３秒１３．０２メートル

の地点

１９点は、１８点から真北１０度０９分５４秒１２．５４メートル

の地点

２０点は、１９点から真北７度５９分０１秒１２．５４メートル

の地点

２１点は、２０点から真北５度１８分５２秒１２．５５メートル

の地点

２２点は、２１点から真北２度５７分４９秒１２．５５メートル

の地点

２３点は、２２点から真北１度２４分１５秒２２．３９メートル

の地点

２４点は、２３点から真北２６９度３４分４７秒１．３１メートル

の地点

２５点は、２４点から真北１度０５分１０秒３．４５メートルの

地点

２６点は、２５点から真北９０度５８分１９秒１．３１メートルの

地点

２７点は、２６点から真北１度１５分１０秒２４．１６メートル

の地点

２８点は、２７点から真北０度５８分１９秒６５．７４メートル

の地点

２９点は、２８点から真北２７０度３８分１６秒１．３２メートル

の地点

３０点は、２９点から真北０度４５分２９秒４．３５メートルの

地点

３１点は、３０点から真北８９度５１分３５秒１．３５メートルの

地点

３２点は、３１点から真北０度３９分５８秒５．１５メートルの

地点

３３点は、３２点から真北３５６度５４分１１秒１４．０９メート

ルの地点

３４点は、３３点から真北３４９度２６分４３秒１４．０９メート

ルの地点

３５点は、３４点から真北３４０度３５分４７秒１０．２０メート

ルの地点

３６点は、３５点から真北３３４度５１分０９秒９．９７メートル

の地点

３７点は、３６点から真北６１度３６分３８秒０．５７メートルの

地点

� 面積

Ａ工区 ５０２．１０平方メートル

Ｂ工区 １，２６１．２０平方メートル

合 計 １，７６３．３０平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成３年３月２９日 愛媛県指令河第２３０号

４ しゅん功認可年月日

平成１８年４月１１日

�������
�愛媛県告示第５８４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、西予市役所にお

愛 媛 県 報平成１８年４月１１日 第１７５０号

３１３



いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

西予市三瓶町下泊字トマリ１９４６番１地先から同字クホ

ウラ１９４７番４地先までの公有水面

� 区域

次の１点から１４点までを順次直線で結んだ線並びに１４

点から１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．

９５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれ

た区域

基点（西予市三瓶町下泊字クホウラ１９４７番１地先の国

道に設置された鋲）は、北緯３３度２０分１９．６２９秒、東径１

３２度２３分０８．９３１秒の地点

１点は、基点から真北７８度１２分５６秒２８．４８メートルの

地点

２点は、１点から真北１１度０８分３１秒０．５６メートルの地

点

３点は、２点から真北８４度４６分２４秒１７．１２メートルの

地点

４点は、３点から真北９３度３６分３３秒４．００メートルの地

点

５点は、４点から真北１０４度４４分０４秒３．９９メートルの

地点

６点は、５点から真北１１５度０１分１８秒４．０９メートルの

地点

７点は、６点から真北１２６度２８分０１秒３．９９メートルの

地点

８点は、７点から真北１３６度０６分５６秒３．８９メートルの

地点

９点は、８点から真北１４６度５６分４１秒３．９９メートルの

地点

１０点は、９点から真北１５６度５０分５７秒２．９９メートルの

地点

１１点は、１０点から真北１６４度０６分１１秒３．２９メートルの

地点

１２点は、１１点から真北１７３度４５分１５秒３．３０メートルの

地点

１３点は、１２点から真北１７９度２１分１９秒２．７９メートルの

地点

１４点は、１３点から真北３０３度１１分４２秒７．０３メートルの

地点

� 面積

２５２．２９平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成４年１０月２３日 愛媛県指令河第６３３号

４ しゅん功認可年月日

平成１８年４月１１日

�������
�愛媛県告示第５８５号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、西予市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

西予市三瓶町周木字池ノ浦８番耕地３７２番４地先の公

有水面

� 区域

次の１点から７点までを順次直線で結んだ線並びに７

点から１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋１．

００メートル）の公有水面と陸との境界線により囲まれた

区域

基点（伊予小島灯台）は、北緯３３度２２分３７秒、東径１

３２度２２分０６秒の地点

１点は、基点から真北７１度０２分４１秒１，５４４．７６メートル

の地点

２点は、１点から真北３４１度１０分４３秒４．５０メートルの

地点

３点は、２点から真北３４１度１０分５８秒２０．００メートル

の地点

４点は、３点から真北３４１度１０分４８秒２０．００メートル

の地点

５点は、４点から真北３４１度１０分５５秒２０．００メートル

の地点

６点は、５点から真北３４１度１０分５１秒１０．００メートル

の地点

７点は、６点から真北３４１度１０分３８秒１０．００メートル

の地点

� 面積

４２９．４５平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１２年７月１７日 愛媛県指令港第１５８号

４ しゅん功認可年月日

平成１８年４月１１日

愛 媛 県 報平成１８年４月１１日 第１７５０号
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�愛媛県告示第５８６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する

同法第１４条第２項の規定に基づき、松山地方法務局長から次

のとおり公共測量が終了した旨の通知があった。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（地図混乱地域における基準点設置

作業）

２ 作業期間 平成１８年２月１日から

平成１８年３月１０日まで

３ 作業地域 松山市御幸一丁目、二丁目の一部地域

�愛媛県告示第５８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山川内線
松山市水泥町９４５番５から

同市北梅本町甲７９５番５まで

旧 ７．４～２４．８ ０．６２０

新 １２．５～２５．６ ０．６２０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山川内線
松山市北梅本町甲８３４番地先から

同町甲８３５番３まで
平成１８年４月１１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 八幡浜保内線
八幡浜市向灘２３０５番２地先から

同市向灘２３０８番１地先まで

旧 ５．４～３０．７ ０．０８４

新 ５．４～４３．８ ０．０８４

〃 〃
八幡浜市向灘２３０８番２地先から

同市向灘２３４０番５地先まで

旧 ７．０～８．０
１９．４～２２．４

０．０３９
０．０３２

新 ７．０～８．０
３３．０～３５．２

０．０３９
０．０３２

〃 〃
八幡浜市向灘２３４０番１地先から

同市向灘２３５０番地先まで

旧 １４．３～２１．８
１４．２～１４．２

０．０６３
０．０５１

新 １４．３～２１．８
２７．０～３１．５

０．０６３
０．０５１

〃 〃
八幡浜市向灘２３５１番４地先から

同市向灘２４５３番地先まで

旧
６．４～１３．０
５．５～６．８
１３．４～１４．２

０．０５９
０．０４６
０．０４０

新
６．４～１３．０
５．５～６．８
３１．５～３９．０

０．０５９
０．０４６
０．０４０
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�愛媛県告示第５９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃
八幡浜市向灘２４５３番地先から

同市向灘２４５４番地先まで

旧 ９．４～１６．０
２０．２～２５．２

０．０３７
０．０３８

新 ９．４～１６．０
３５．０～５１．８

０．０３７
０．０３８

〃 〃
八幡浜市向灘２４５２番３地先から

同市向灘２４７６番地先まで

旧 ２０．２～５５．８ ０．１３８

新 ３５．０～６８．０ ０．１３８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 八幡浜保内線
八幡浜市向灘２３０５番２地先から

同市向灘２４７６番地先まで
平成１８年４月１１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市柴甲８２５番地先から

同市柴甲５９８番４まで

旧 ３．８～１２．８ ０．４７２

新 １０．５～２５．６ ０．４７２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号
西宇和郡伊方町塩成字横峯２３０９番４から

同字２３０８番２まで

旧 ２６．２～２８．０ ０．０３２

新 ２６．５～２８．３ ０．０３２

〃 〃
西宇和郡伊方町三机字黒鼻乙３４８６番２から

同字乙３４７９番２まで

旧 ２８．０～３３．８ ０．０１９

新 ２８．０～３３．８ ０．０１９

〃 〃 西宇和郡伊方町三机字黒鼻乙３４７５番６
旧 ２６．０～３３．８ ０．０７１

新 ３０．０～３４．０ ０．０７１

〃 〃
西宇和郡伊方町三机字黒鼻乙３４７６番１から

同町字横峯２３００番２まで

旧 ３０．０～３２．０ ０．０５６

新 ２６．０～３０．０ ０．０５６
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公 告
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�愛媛県告示第５９４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市

計画用途地域の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁

において公衆の縦覧に供する。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５９６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

西予市宇和町清沢１９９７番１及び１９９８番

２ 申請人の住所氏名

八幡浜市１１３２番地第６

有限会社 メイみやもと商事

代表取締役 宮本 眞理子

３ 図面省略

�愛媛県告示第５９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５９５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
西宇和郡伊方町塩成字横峯２３０９番４から

同字２３０８番２まで
平成１８年４月１１日

〃 〃 西宇和郡伊方町三机字黒鼻乙３４７５番６ 〃

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７松局建（開）第８９号

平成１８年３月２８日
東温市西岡字本村甲２３８番

松山市古川南二丁目１番５号
バリュージュ古川南Ａ－２０２号
和 田 泰 生

１７松局建（開）第９０号

平成１８年３月２８日
伊予市市場字有三反甲２２６番１及び甲２２６番６

伊予市稲荷甲７１６番地１
倉 田 政 夫

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年３月３０日 特定非営利活動法人
石鎚森の学校 十 亀 興 美 愛媛県西条市西田甲７９７番地 本法人は、石鎚山系の森林を舞台に、森林

の保全、自然観察、自然の中での音楽やス
ポーツなど、森林と人を育てる機会を創造
することにより、人々が森林の多様な価値
を認識することを促し、もって森林と人と
が共生する環境づくりに寄与することを目
的とする。
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年４月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年３月３０日 特定非営利活動法人
Ｅｙｅｓ 横 山 史 愛媛県松山市味酒町二丁目１６番

地４エクセルコート味酒３０２号
この法人は、次代を担っていく若い世代に
対して、この法人が問題意識を共有しうる
人および組織と協働することを通じて、実
社会との接点や機会提供を重視した事業を
行うことにより、アントレプレナーシップ
（自らの意思と行動で、社会に価値を創造
していこうとする精神）溢れる人材を育成
、輩出し、地域社会全体の利益の増進に寄
与することを目的とする。

平成１８年４月１１日 印刷
平成１８年４月１１日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円３１８
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